
７ データ送信・申請書出力 
 

 

【共通項目１】【共通項目２】【共通項目３】ページと、申請する資格（工事／測量・設

計等／物品）の個別ページの入力が完了したら、「物品」ページの画面一番下の右端にあ

る「申請」ボタンをクリックして京都市あてにデータ送信してください。 

 

１ データ送信とエラーチェック 

⑴ データ送信 

データ送信するための「申請」ボタンは「物品」ページにだけ設置されています。 

（「物品」に登録申請しない場合も、このページのボタンを使用します。） 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ エラーチェック 

「申請」ボタンをクリックすると、入力内容に形式面の不備（必須項目の入力漏れ、 

「全角カナ」等文字種別誤り）がなければ「送信確認」画面に移りますが、入力内容に

不備があればエラーメッセージが表示されます。表示内容から、どの項目のどのような

エラーかを確認したうえで、修正入力し、再度「申請」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

「物品」ページのタブ

をクリックする。 

入力が完了していない状

態で間違えてクリックし

ても、次の画面（「送信

確認」画面）から戻るこ

とができます。 

省  略 

（物品）ページ 

エラー箇所は以下の２段階で表示されます。 
【入力項目】：［１］～[６０]の各項目  
（ページ）：共通項目１、共通項目２、共通項目
３、工事、測量・設計等、物品 

エラーの内容 
：必須入力項目が入力されていない。 

エラーの内容 
：指定の文字種別（全角カタカ
ナ）以外の文字を使用している。 
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７ データ送信・申請書出力 
 

 

２ 「送信確認」画面 と 「申請書」印刷 

「申請」ボタンをクリックすると「送信確認」画面に移るので、入力内容に誤りがない

かを再度確認し、「印刷用表示」ボタンをクリックして必ず「申請書」（及び、「宛名用紙」）

を印刷したうえで、データ送信してください。 

⑴ 「送信確認」画面－１ 

下図のように、入力項目が全て表示されるので、入力内容に誤りがあれば最下部の 

「戻る」ボタンをクリックして入力画面に戻り、入力し直したうえで、再度、「次へ」 

ボタンをクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

入力誤りがあれ

ば「戻る」をク

リックして入力

画面に戻る。 

（最下部） 

（工事） 

（測量・設計等） 

（物品） 

（誓約書） 

（同意書（市税）） 

（同意書（水道）） 

（共通） 

（宛名用紙） 

「12345」と入力したが、正し
くは「12347」、というような、
システムのエラーチェックではひ
っかからないような入力誤りがな
いかをチェックする。 
※文字種別等の形式面はシステム
上でチェック済。 
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７ データ送信・申請書出力 
 

 

⑵ 申請書印刷 

入力内容に誤りがなければ、「送信」ボタンをクリックする前に、「印刷用表 

示」ボタンをクリックして申請書印刷画面（プレビュー画面）を表示させ、京都市に 

郵送提出するための申請書を印刷してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容確認完了後、「送信」ボタンクリック前に
「印刷用表示」ボタンをクリックする。 
※なお、マウスを右クリックして表示されるメニ
ュー（右下図）の中の「印刷」は用いないでくだ
さい。（申請書のレイアウトが異なります！） 

印刷する申請書のプレビュー画

面が表示されますが、「送信確

認」画面と内容は同じなので、

内容チェックは不要です。 

「印刷」ボタンをクリックして申請書
を印刷してください。（郵送提出用） 

※印刷は「Ａ４」「縦向き」「両面印刷」 

【画面最上部】 

【画面最下部】 

印刷が完了すれば「閉じる」ボタンをク

リックして「送信確認」画面に戻る。 

47



７ データ送信・申請書出力 
 

 

 

（注意点１） 

「印刷用表示」ボタンをクリックした

際に左図のような「ポップアップがロ

ックされました」というウインドウが

表示されることがあります。 

この場合、「許可する」にチェックを

入れ「完了」をクリックすれば次の画

面が表示されます。 

 

 

 

（注意点２） 

「申請書」を印刷する際は、「共通

項目１」～「宛名用紙」の全ぺー

ジが印刷されます。 

（たとえ個別ページは「物品」し

か申請（入力）していない場合で

も、「工事」「測量・設計等」のペ

ージも印刷されます。） 

印刷される紙のサイズ等を設

定するために、「詳細設定」ボタン

をクリックしてください。 

 

「印刷設定」ダイアログで、 

【原稿サイズ】 Ａ４ 

【原稿の向き】 たて 

【両面】 両面印刷する 

に設定してから印刷を。 

 

Ｐ１「１ 動作環境の確認」記載の方法でブラウ

ザの設定を修正すれば表示されなくなります。 

「すべて」のままで印刷 

（ページ指定しない。） 

クリックする。 

プリンターの仕様でどうしても無理な

場合以外、必ず設定してください。 
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７ データ送信・申請書出力 
 

 

「共通項目１、２」が２ページ、「工事」が２ページ、「測量・設計等」が２ページ、

「物品」が２ページ、「共通項目３」が６ページ（「誓約書」「同意書（市税）」「同意

書（水道）」各２ページ）、「宛名用紙」が１ページの計１５ページ（両面印刷で８枚）

が印刷されますので、「共通項目１、２」「共通項目３（誓約書、同意書（市税）、同

意書（水道））」と、申請する資格の申請書を郵送で提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１枚目：共通項目１、２】 

【３枚目：測量・設計等】 

【４枚目：物品】 

【２枚目：工事】 

【５枚目：誓約書】 

【６枚目：同意書（市税）】 

【７枚目：同意書（水道）】 

１枚目は必ず郵送で提出する。 

（２ページが両面印刷で１枚） 

５枚目の誓約書、６枚目の同意

書（市税）、７枚目の同意書（水

道）は全て郵送で提出する。 

・申請する資格のみ郵送で提出する。 

→工事は２枚目、測量・設計等は３枚目、物

品は４枚目。（いずれも「両面印刷」で！） 

・申請しない資格の印刷物は提出不要。 

【８枚目：宛名用紙】 
レターパック（又は角２封筒）の表面に貼り

付け、提出書類を郵送する。 

※入力した内容（商号、担当者名、申請区分

等）が印字されているので、そのまま貼り付

ければいい。 

49



７ データ送信・申請書出力 
 

 

 

⑶ 「送信確認」画面－２ 

入力内容に誤りがなく、かつ、（２）で「申請書」（及び宛名用紙）の印刷も完了し 

たら、「送信」ボタンをクリックして、入力した内容をデータ送信してください。 

 なお、受付・審査状況の確認や、審査結果通知書（物品資格更新は令和 6 年 3 月末、 

新規登録は令和 5 年 9 月末）の確認をするためシステムにログインする際に必要な 

「問合せ番号」（詳細はＰ５１参照）を、データ送信後に申請担当者のメールアドレス 

に送信される「申請データ到達のお知らせ」メール（詳細はＰ５４参照）に掲載したい 

場合は、下図の「希望する」にチェックを、そうでなければ「希望しない」にチェック 

を入れてください。（必ずどちらかにチェックを入れてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「申請書」の印刷後でも「戻る」ボタンはク

リック可能ですが、修正入力した場合は、

「申請書」も再度印刷してください。 

【重要】 

なお、入力・送信が完了しても、「申請書」を含めた提出書類
の郵送がなければ受付は完了しません。 

（提出書類は「申請の手引」Ｐ１２「７ 提出書類について」で確認

必ずどちらかにチェックを入れる。 
なお、「送信先メールアドレス」は、【共通項目１】２ 申請担
当者の入力の[１１]連絡先 のメールアドレスです。 
万が一、メアド間違いで他者にメール送信された場合、他者に
申請内容を照会されることがありえますので、メアド入力誤り
がないか確認のうえ、希望されるかどうか御検討ください。 
（「希望しない」にチェックを入れても、右下図のとおり、「問
合せ番号」は「到達確認画面」には必ず表示されます。） 

「到達確認」画面（Ｐ５１参照） 

「希望しない」場合でも、この画面では必ず「到

達番号」に加え「問合せ番号」も表示される。 

「申請データ到達のお知らせ」メール 
（Ｐ５４参照） 
「希望する」の場合、「到達番号」に加
えて、「問合せ番号」が表示される。 

「送信」ボタンをクリックする。 
⇒データ送信が確定するため、これ
以降の修正等は「補正」（Ｐ５９）、
「取下げ」（Ｐ６２）で行う。 
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８ 到達確認画面 

 

Ｐ５０の「送信確認」画面で「送信」をクリックしたことで、データ送信は完了です。 

その後に表示される『到達確認』画面には、申請請データごとに割り振られる「到 

達番号」及び「問合せ番号」が表示されます。 

これらの番号は、今後申請内容や審査進捗状況を照会する際や、補正入力や審査結果 

等の通知を確認するなどに必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

「到達番号」（１８桁の数

字）と、「問合せ番号」を

メモ等で記録しておく。 

「到達日時」も、本市に問合せをする際など

に必要なので、メモ等で記録しておく。 

『２部』 

印刷する。 

画面を２部印刷し、データ保存も完了

したら「終了」をクリックする。 
Ｐ６「２ データの保存・読込」
と同様の方法で保存する。 

【重要】 
この画面（「到達確認画面」）を２部印刷し、１部を郵送提

出、もう１部を審査結果通知の発送（物品資格更新は令
和 6 年 3 月末、新規登録は令和 5 年 9 月末）まで、必
ず手元で保管してください。 

番号がわからなくなると、システムにログインして修正や審

査結果通知の確認ができなくなりますので注意してください。 

51


